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第７回 訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会
令和2年（2020年）2月28日

厚生労働省医政局総務課 医療国際展開推進室

外国人患者を受け入れる医療機関の
情報を取りまとめたリストの位置づけ等について

資料２
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外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト（医療機関リスト）
と都道府県の選出する拠点的な医療機関の考え方

○ 「明日の日本を支える観光ビジョン」において、2020年に4,000万人、2030年には6,000万人の訪日外国人旅行者数
を目標として観光先進国を目指す中、外国人患者が安心して受診し、帰国できる体制を整備していくことが必要
○ 新たな外国人材の受入れ制度も開始され、外国籍の居住者も増加が見込まれる中で、全ての居住圏において外
国人患者が安心して受診できる体制も整備していくことが必要

背 景

＜本検討会での議論＞
・選出は地域の実情に応じて実施すべき。
・実際に外国人患者が当該医療機関にアクセスすることが可能か等の質の担保が必要。
・医療機関については、重症度に応じて選出を行うべき。
・医療機関の情報は、一元的にアクセスできるようにし、提供されるべき。

 都道府県が地域の実情や医療機関の機能を
考慮しつつ選出

 重症度に応じたカテゴリーを設定
 オープンデータ化と国による統一的情報発信

質の担保

全ての居住圏
での体制整備

地域としての医療提供体制

都道府県が選
出する拠点的
な医療機関の
考え方

将来的には、外国人患者がどこにいても円滑に医療機関を受診できるようにしていくことを目指しつつも、現時点においては、地域に
おける外国人の医療需要や域内の医療機関の受入体制の成熟度等、地域の実情に応じた体制整備を図っていく必要がある。重症
度などの観点も含め外国人診療の面的供給体制に対応する最低限の指標を設定し、これに基づいて都道府県が先ほどの実情に応
じた医療機関を選出する。

○ 将来的には、外国人患者がどこにいても円滑に医療機関を受診できるようにしていくことを目指しつつ、現時点
では最低限の面的カバーを達成していくことが急務
○ そうした、面的カバーとして、各地域で外国人を受け入れる医療機関を確保し、リスト化・見える化を図る。
○ また、目的毎に応じて情報発信されていた外国人診療にかかる医療機関の情報を、政府が一元化して取りまと
める。

目標設定

平成31年3月26日「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出及び受入体制に係る情報の取りまとめについて（依頼）発出
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（参考）平成31年3月26日付け厚生労働省医政局総務課長・観光庁外客受入担当参事官通知
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出及び受入体制に係る情報の取りまと
めについて（依頼）

※医療機関リスト上では、以下のように記載。
■都道府県によって選出された外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関

カテゴリー１：入院を要する救急患者に対応可能な医療機関 カテゴリー２：診療所・歯科診療所も含む外国人患者を受入可能な医療機関

１ 外国人患者で入院を要する救急患者に対応可能な医療機関
① 選出単位・選出件数：都道府県で１カ所以上
② 選出される医療機関：都道府県の医療計画における二次以上の救急医療機関
③ 言語対応： 多言語での対応が可能であること

２ 外国人患者を受入れ可能な医療機関（診療所・歯科診療所も含む）
① 選出単位・選出件数：全ての二次医療圏において、１カ所以上

特に、以下のア～エに該当する医療圏からの選出は、第１回目回答提出締切日（2019年５月31日）までに選出。
ア ラグビーＷ杯またはオリンピック・パラリンピックの開催地等を含む医療圏
イ 訪日外国人旅行者の多い医療圏
ウ 在留外国人の多い医療圏
エ その他、都道府県が早急に選出すべきと考える医療圏

② 選出される医療機関：医療機関（診療所・歯科診療所も含む）
※ 診療時間や診療科目には、特に制限を設けない

③ 言語対応： 多言語での対応が可能であること

選出された医療機関をリスト化し、厚生労働省のホームページで公開
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○令和元年7月17日 厚労省ホームページにて第一回締切提出分をエクセル形式で公開。
○令和元年１２月３日 第二回提出締切分のリストを公開
○令和元年１２月２０日 多言語での検索機能を付与し日本政府観光局でリストを公開

リスト中の「都道府県によって選出された外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」（最終更新令和２年２月１７日）

カテゴリー１：入院を要する救急患者に対応可能な医療機関 ３７６医療機関
カテゴリー２：診療所・歯科診療所も含む外国人患者を受入可能な医療機関 １０２８医療機関

（うち歯科医院 ２６３医療機関）

「外国人患者を受け入れる医療機関リスト 2020/2/17版」

JMIP JIH（一財）日本医療教育財団が実施している外国人患者受入医療機関認証制度(JMIP) （一社）Medical Excellence JAPAN（MEJ）が実施しているジャパンインターナショナルホスピタルズ(JIH)）

掲載情報：
都道府県 / 医療機関名 （日本語・英語) / 郵便番号 / 住所(日本語・英語) / 電話番号 / 受付時間 / WEBサイト / 対応診療科と対応外国語 / 利用可能なクレジットカード / その他
利用可能なキャッシュレスサービス / ２４時間３６５日対応可否 / 災害拠点病院 / 外国人受入環境整備事業の対象医療機関 / JMIP / JIH / カテゴリー１又は２の指定有無 / 医療
機関種別 / 救急医療体制 / 外国人患者対応の専門部署の有無と対応言語及びその対応可能日時 / 外国人向け医療コーディネーターの有無と対応言語及びその対応可能日時 /
医療通訳者の有無と対応言語及びその対応可能日時 / 遠隔通訳の有無と対応言語及びその対応可能日時 / その他の言語サポートの有無と対応言語及びその対応可能日時

※「カテゴリー１およびカテゴリー２」は、「カテゴリー１」として計上
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判明した課題と今後の方向性

将来的には外国人患者がどこにいても円滑に医療機関を受診できるようにしていく
ことを目指しつつ、最低限の面的なカバーを図る観点から、未選出の医療圏の対応
を促進。

一方で、地域の体制整備の成熟度や喫緊性等については、改めて、地域差が大き
いことが明らかとなったことから、都道府県内での医療圏を越えた連携などの柔軟性
も考慮しつつ、多様な関係者の共通理解の下、地域の実情に応じた対応が図られる
よう、地域の取組を促進。

医療機関リスト
における課題
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○ ４６の二次医療圏で都道府県の選出する拠点的な医療機関が未選出

○ その背景として、地域によって訪日外国人患者及び在留外国人の数も大きく異なるため、
体制整備の緊急性も地域によって多様性がある

○ 拠点的な医療機関の選別の考え方について、医療圏に最低限１カ所を確保する段階の
自治体から、同一医療圏に複数の医療機関を指定している自治体まで、都道府県により
対応に大きく差がある状態

（万人）

（平成２８年度外国人延べ宿泊者数）
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※医療機関リスト上では、以下のように記載。
■都道府県によって選出された外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関

カテゴリー１：入院を要する救急患者に対応可能な医療機関 カテゴリー２：診療所・歯科診療所も含む外国人患者を受入可能な医療機関

都道府県によ
る医療機関の
追加選出・
更新の周知

１ 外国人患者で入院を要する救急患者に対応可能な医療機関（既存）
① 選出単位・選出件数：都道府県で１カ所以上
② 選出される医療機関：都道府県の医療計画における二次以上の救急医療機関
③ 言語対応： 多言語での対応が可能であること

２ 外国人患者を受入れ可能な医療機関（診療所・歯科診療所も含む）（既存）
① 選出単位・選出件数：全ての二次医療圏において、１カ所以上
② 選出される医療機関：医療機関（診療所・歯科診療所も含む） ※ 診療時間や診療科目には、特に制限を設けない
③ 言語対応： 多言語での対応が可能であること

３ 上記拠点的医療機関の選出にあたっては、医療関係者はもとより、消防（救急）、観光・宿泊、多文化共生等の関係者を交えて議論を行
い、地域内の共通認識を育みながら行うことが望ましい。（追加）

※都道府県における議論の状況や拠点的な医療機関の選定に係る考え方を把握・分析し、今後のあり方について引き続き検討を行っていく。

外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト（医療機関リスト）
および都道府県の選出する拠点的な医療機関の今後について

医療機関リスト
の今後の方針

引き続き、都道府県による質の担保および二次医療圏の一つ以上の医療機関の確保を行うことで、全ての居住圏
において一定の質が確保された医療機関による外国人患者受入れに係る体制整備を図る。

拠点的な医療機関を整備することで、全ての居住圏における外国人に対する医療提供体制を整備する。

体制整備の進んでいる都道府県においては、県の
状況に応じて拠点的な医療機関の選出を行う。

国による体制整備

地域毎の体制整備

イメージ図
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各都道府県における外国人患者受入可能な医療機関と優先課題

○外国人患者の受入体制に係るニーズやリソースは都道府県ごとに異なり、優先課題も大きなばらつきがある。

○単独医療機関で増加を続ける外国人を受け入れるのは現実的に困難な例が多く、医療機関に対する支援とと
もに、地域での受入体制への支援が重要。

医療通訳・コーディネーター
配備事業

医療コーディネーター
養成研修事業

団体電話通訳

希少言語に対応した
電話通訳サービス

多言語化支援

地域に対する支援

都道府県が設置する
ワンストップ窓口

夜間ワンストップ窓口

※拠点的な医療機関を中心に支援

対応能力
向上支援

ワンストップ
相談窓口

多言語対応 自院での外国人対応体制整備 対応に困った時の相談窓口医療機関に対する支援

協議会

都道府県単位での外国人
対応能力向上

都道府県が設置するワン
ストップ窓口を補完

協議の場
消防（救急）

医療

観光

多文化共生

医療機関向けマニュアル

地方自治体向けマニュアル

病院における体制整備の好事例

・外国人住民数の伸びに比例して外国人患者への対応の重要性が増加
・体制整備を急ぐために専門部署を設けず兼任で国際部を発足
・JMIP（外国人患者受入れ医療機関認証制度）の取得、ホームページや院内の掲

示物・手続書類などの多言語化、タブレット端末を使用した医療通訳の導入を目
標に掲げ、院内体制整備

・多言語対応ツールのマニュアル作成等取組を進めることで、スタッフの外国人患
者対応能力も上昇し、外国人患者の来院数が増加

地域における体制整備の好事例

・在住外国人が多い地域において、親が受診する際に子どもに学校を休ませて通
訳として同行させるケースが見受けられ、問題が顕在化
・医療部局を主とし関係各所と検討会を実施。課題把握と取組の方向性を検討。

・検討を元にトライアルとして、医療機関や保健センターに医療通訳を常在する事
業を実施。

・医療通訳者の派遣で必要性を実感し、医療通訳の直接雇用につながったり、
「病院に通訳者がいる」と他県から引越してくる例も出てきた。

参 考



7

・ホテル
・観光案内所
・消防署
・医療機関 etc.

想定される課題

団体電話契約

医療通訳・医療コーディネーター等配備事業

希少言語電話通訳

医療コーディネーター養成研修

医療機関向けマニュアル整備

医療機関認証制度（JMIP）等推進事業

診療価格算定方法マニュアル整備

外国人患者受入れで想定される課題および対応策

入国 出国

・保険会社
・救急搬送会社
・在外公館
・航空会社 etc

医療機関リスト

応対者

現状の取組・施策

多言語化適切な医療機関との
連携

医療機関

対応策

医療通訳者

電話通訳

通訳機能を備え
たICT機器

特有の
事務業務

未収金防止 ・感染対策
・文化 など

地域・医療機関の応能能力支援 地方自治体向けマニュアル連絡協議会設置支援地域における体制モデル構築事業

ワンストップ窓口

帰国支援など

夜間・休日ワンストップ窓口

コーディネーター等外国人対応能力向上一元化されたリスト

参 考
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